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＜連絡先＞ 

担 当 部 署 名  南越前町 農林水産課 

所 在 地  福井県南条郡南越前町東大道２９－１ 

電 話 番 号  ０７７８－４７－８００１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０７７８－４７－３６０７ 

メールアドレス  nourin@town.minamiechizen.lg.jp 

  

計 画 作 成 年 度 令和２年度 

計 画 主 体 福井県 南越前町 
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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 

大型獣（イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル） 

中獣類（ハクビシン、アナグマ、タヌキ、アライグマ、その他中獣類） 

鳥 類（カラス、サギ類、カワウ、その他鳥類） 

計画期間 令和２年度～令和４年度 

対象地域 福井県 南越前町 

 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する基本的な方針 

⑴ 被害の現状（令和元年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 
被害数値 

被害金額  (千円) 被害面積 (ａ) 

イノシシ 

水稲 ３，０６１ ９７６．１５ 

雑穀類（蕎麦） ２４６ １８８．００ 

飼料用作物類（飼料用米） １３４ ６３．１０ 

野菜類（ジャガイモ、サツマイモ等） １５２ １１．９７ 

果樹・花卉類（花蓮） １５ １２．８７ 

ニホンジカ 

水稲 ２７０ ９０．９０ 

麦類 ９２９ １，００４．０２ 

雑穀類 １６９ １４８．００ 

野菜類 ９６ ５．７６ 

果樹・花卉類（水仙） ３ ９．００ 

ニホンザル 
野菜類（ジャガイモ、サツマイモ等） ３５６ １１．７７ 

果樹・花卉類（柿） ７ ０．３７ 

中獣類（ハクビシン等） 野菜類（トマト、イチゴ、ウリ等） ９ ０．２０ 

ツキノワグマ － － － 

鳥類 

水稲（直播栽培） １，０３２ ８４．００ 

野菜類 ２ ０．０２ 

果樹・花卉類 ０ ０．０１ 

合 計 ６，４８１ ２，６０６．１４ 

※ 農業共済被害データ、各集落被害調査アンケート、現地聞き取り等による。 
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⑵ 被害の傾向 

① イノシシ 

 年間を通して町内全域で出没している。春先は農地や畦畔の掘り返しや山菜、春から

秋にかけては水稲、麦、蕎麦、野菜類などに被害が集中している。対策として、集落が

電気柵やワイヤーメッシュ柵などを設置しているが、完全に防止することができず被害

が発生している状況である。 

② ニホンジカ 

 春から秋にかけて町内全域で出没している。水稲、麦、蕎麦などの基幹作物、梅や水

仙などの果樹や花卉類にも被害が及んでおり、農業者の所得に大きく影響を与えてい

る。近年、捕獲頭数が増えてはいるものの、冬期の雪不足などから個体数が大幅に増加

しており、今後、更なる被害拡大が懸念される。 

③ ニホンザル 

 年間を通して南条地区では主に日野川東部地区、今庄地域ではほぼ全区域において出

没している。ジャガイモやキュウリ、トマト、豆類などの畑作物に被害が集中してお

り、秋には柿や栗などの果樹も被害に遭っている。群れの分布としては、サル群れ調査

において本町では２群確認されているが、近隣市町からの移動群や群れの分裂などもあ

り、分布は広がっていると推測される。 

④ 中獣類 

 年間を通して町内全域で出没している。ハクビシン、アナグマ、タヌキなどによる畑

作物への被害が発生している。アライグマと推察される被害の痕跡も見られることか

ら、今後、警戒が必要である。 

⑤ 鳥類 

 年間を通して町内全域で出没している。水稲の直播栽培においてカラスの被害が発生

しているほか、特定の集落においてサギ類の営巣による騒音、糞による匂い等の被害が

発生している。近年、カラスの生息数が増加しており、今後、更なる被害拡大が懸念さ

れる。 

 

 

⑶ 被害の軽減目標（重点対策獣：イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル） 

指 標 

現状値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ａ） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ａ） 

イノシシ ３，６０８ １，２５２．０９ ２，６１０ ９００．００ 

ニホンジカ １，４６７ １，２５７．６８ １，０６０ ９００．００ 

ニホンザル ３６３ １２．１４ ２５０ ８．００ 

合 計 ５，４３８ ２，５２１．９１ ３，９２０ １，８０８．００ 
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⑷ 従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕
獲
等
に
関
す
る
取
組 

① 捕獲体制の整備 

 集落、地元猟友会（有害鳥獣捕獲

隊）、町（町鳥獣害対策協議会）が連

携・協力し、それぞれが役割を担い有害

獣捕獲を実施している。 

 有害捕獲隊員の育成のため、狩猟免許

の取得や更新に対し、費用の一部を助成

している。 

 集落において捕獲したイノシシやシカ

の処理が困難なことから、地元猟友会に

止めさしを委託し、捕獲隊員に捕獲や死

骸処理に対して報償費を支給している。 

 

 地元猟友会々員の高齢化、新規狩猟者

の減少により、有害獣の計画的な捕獲が

困難となり、被害が更に拡大する恐れが

ある。新たな人材の確保と効果的な捕獲

を行うため、有害獣の出没状況を把握し

ている地元の認定農業者等の狩猟免許取

得を推進する必要がある。 

 捕獲頭数が増加していることから、死

骸を埋設する場所の確保が困難になって

いる。そのため、新たな埋設場所の確保

や、ジビエとしての利活用を拡大する必

要がある。 

② 追い払い活動 

 ニホンザルや鳥類を追い払いするた

め、集落に対しロケット花火や爆竹を支

給し、自主的な追い払い体制の構築を支

援している。 

 ニホンザルの行動範囲や個体数を把握

するため、シルバー人材センターに追い

払いパトロールを委託している。 

 

 ニホンザルが花火の音に慣れてしまい

効果的な追い払いが困難になっている。 

 また、火災防止のため、空気が乾燥す

る時期や強風時には花火を使用すること

ができない。 

③ 捕獲機材の整備 

 各種有害獣用の箱わな、くくりわな等

の機材を整備し、集落への貸し出しや地

元猟友会々員への配布を行い、町内全域

で活用している。 

 ニホンジカ用とニホンザル用の囲いわ

なを整備し、特に被害が多い集落におい

て活用している。 

 町内３地区に中獣類用の炭酸ガスによ

る殺処分器を整備している。 

 

 箱わなの老朽化や破損に伴い、更新が

必要な物が多い。 

 有害獣の個体数が増加していることか

ら、多数捕獲が可能な囲いわなの追加整

備が必要である。 
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防
護
柵
の
設
置
等
に
関
す
る
取
組 

① 侵入防止柵の設置・維持管理 

 集落がイノシシ、ニホンジカ、ニホン

ザル用の侵入防止柵（ワイヤーメッシュ

柵、電気柵、ネット柵）を設置する場合

に、資材費に対して補助を行っている。 

 このうち、ニホンジカ用（イノシシ兼

用）の侵入防止柵（恒久ワイヤーメッシ

ュ柵、Ｈ＝２．０ｍ）については、国や

県の事業を活用し、集落に対し資材の提

供を行っている。 

 設置後の点検や修繕などの維持管理に

ついては、集落が行っている。 

 

 経年劣化等による効用の低下、倒木や

獣の被害による破損により、更新を必要

とする柵が多い。 

 人口減少や高齢化が進行している集落

では、作業に必要な人材が不足している

ため、柵の設置に要する時間が増加して

おり、適切な維持管理が困難な状況とな

っている。 

  

 

 

⑸ 今後の取組方針 

① 捕獲体制の強化 

 狩猟免許の取得や更新などに対する支援を継続して行い、有害捕獲隊員の増加と育成

を図る。また、農用地における有害獣の出没状況に詳しい認定農業者等に、狩猟免許の

取得を促し有害捕獲隊員とすることで、農用地における捕獲体制の強化と農作物被害の

削減を図る。 

② 侵入防止柵の設置の推進 

 侵入防止柵の設置に関する補助を継続して行い、侵入防止柵の設置区域の更なる拡大

を図る。また、国や県の事業を活用することで、ニホンジカ用の恒久ワイヤーメッシュ

柵の設置区域の拡大を目指す。 

③ 捕獲に効率的な機器の導入と活用 

 ニホンザルの行動を把握するために有効なテレメトリー発信器や、ニホンジカを群れ

で捕獲可能な遠隔監視・遠隔操作ができる囲いわな等を導入し、効率的な有害獣の捕獲

を行う。 

④ 情報の共有と知識の向上 

 町内における有害獣の出没および被害状況の共有と、有害獣ごとの特性や対策に関す

る知識の向上を図るため、関係者を対象とした研修会等を開催する。 
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

⑴ 対象鳥獣の捕獲体制 

 鳥獣被害対策実施隊は、町職員および地元猟友会の推薦会員から組織しており、有害

鳥獣捕獲隊は、地元猟友会で組織している。 

 集落、地元猟友会（有害鳥獣捕獲隊）、町（町鳥獣対対策協議会）が連携・協力し有

害獣捕獲に関する体制を整備している。また、町は地元猟友会に捕獲業務を委託してい

る。各団体の主な役割については、次のとおりである。 
  

集落 捕獲檻の見回り、給餌、捕獲の通報、止めさし立会、死骸処理 

地元猟友会 捕獲檻の設置・撤去・点検、止めさし、死骸処理 

町 捕獲体制の調整、事業の委託、経費の補助・負担 
  

 

 

⑵ その他捕獲等に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容（計画） 

令和２年度 

～ 

令和４年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

中獣類 

ツキノワグマ 

鳥類 

・狩猟免許の取得や更新に対する費用への助成 

・捕獲機材の整備および更新（箱わな・くくりわな） 

・侵入防止柵の設置資材への補助 

・追い払いのためのロケット花火や爆竹の支給 

・捕獲に効率的な機器の導入（センサーカメラ等） 

・ニホンザルの群れの捕獲に関する業務委託 

・集落、地元猟友会を対象とした研修会の開催 
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⑶ 対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

① 過去３ヶ年の捕獲頭数 
 

対象鳥獣 
年 度 ３ヶ年 

平 均 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

イノシシ ３６１頭  ２３３頭 ４７９頭 ３５７頭 

ニホンジカ ２８９頭 ２３３頭 ３６８頭 ２９６頭 

ニホンザル ３２頭 ３７頭 １０頭 ２６頭 

中獣類 ５０頭 ７８頭 ８０頭 ６９頭 

ツキノワグマ １頭  ３頭  １１頭 ５頭 

鳥類 ３羽 ２羽   ３羽 ２羽 

 

② 過去３ヶ年の捕獲状況 

ａ イノシシ 

 捕獲頭数の過去３ヶ年の平均は３５７頭であるが、令和元年度は平成３０年度と比

べ２４４頭と大幅に増加している。豚熱の影響により個体数は減少しているものと推

測されるが、依然として農作物への被害や畦畔の掘り起こしなどの被害が頻繁に発生

していることから、引き続き捕獲の強化を図る必要がある。 

 

ｂ ニホンジカ 

 捕獲頭数の過去３ヶ年の平均は２９６頭であるが、令和元年度は平成３０年度と比

べ１３５頭と大幅に増加している。水稲、麦、蕎麦などの基幹作物、梅や水仙などの

果樹や花卉類など、様々な農作物に被害が発生しており、農業者の所得に大きな影響

を与えている。近年の雪不足の影響から個体数は増加していると推測されることか

ら、引き続き捕獲の強化を図る必要がある。 

 

ｃ ニホンザル 

 捕獲頭数の過去３ヶ年の平均は２０頭であるが、目撃情報や農作物への被害報告か

ら個体数は増加していると推測される。近年、群れザルや離れザルが住宅地に頻繁に

出没しおり、農作物への被害だけでなく、住民の生活にも影響が発生していることか

ら、これまで以上に捕獲の強化を図る必要がある。 

 

ｄ 中獣類 

 捕獲頭数の過去３ヶ年の平均は６９頭であり、主にハクビシンやアナグマが捕獲さ

れている。個体数の増加による被害拡大を防止するため、引き続き捕獲を行う必要が

ある。また、アライグマと思われる痕跡は発見されているが、捕獲には至っていない

状況である。 
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ｅ ツキノワグマ 

 捕獲頭数の過去３ヶ年の平均は４頭であるが、近年の餌不足の影響により、住宅地

の近辺において目撃情報が多数報告されており、令和元年度には２件の人身被害が発

生している。住民の安全を確保するため、関係機関と連携・調整を図りながら対応を

強化する必要がある。 

 

ｆ 鳥類 

 花火や爆竹などによる追い払いが主な対策であることから、捕獲頭数の過去３ヶ年

の平均は２羽と少数である。特にカラスの個体数が増えており、農作物への被害だけ

でなく、糞などにより住民の生活にも影響が発生していることから、追い払いや捕獲

の強化を図る必要がある。 

 

③ 捕獲計画頭数の設定方法 

 農用地および住宅地に被害を及ぼす鳥獣類を中心に捕獲を実施する。特に被害が多い

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルについては、福井県第二種特定鳥獣管理計画に示さ

れた農林業被害の軽減目標の実現を目指し捕獲を強化する。 
 

対象鳥獣 年間の捕獲計画頭数の設定方法 

イノシシ 

豚熱の影響により個体数が減少していることから、現状の捕獲圧

を維持することとし、過去３ヶ年の平均捕獲頭数相当を捕獲計画

数とする。 

ニホンジカ 

近年、個体数が急激に増加していることから、令和元年度の捕獲

頭数から６割増相当（平成３０年度から令和元年度の増加率）を

捕獲計画数とする。 

ニホンザル 過去３ヶ年の平均を捕獲計画数とする。 

中獣類 過去３ヶ年の平均を捕獲計画数とする。 

ツキノワグマ 
出没の状況に応じて、福井県が示す「ツキノワグマの捕獲に関す

る取扱い指針」に沿って判断する。 

鳥類 前回計画の捕獲計画数を引き継ぐ。 
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捕獲計画数等 

対象鳥獣 
捕獲計画数 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

イノシシ ４００頭 ４００頭 ４００頭 

ニホンジカ ６００頭 ８００頭 １，０００頭 

ニホンザル ３０頭 ３０頭 ３０頭 

中獣類 ７０頭 ７０頭 ７０頭 

ツキノワグマ    

鳥類 ５０羽 ５０羽 ５０羽 

 

 

捕獲等の取組内容 

対象鳥獣 捕獲方法 期間 地域 

イノシシ 

くくりわな 

箱わな 

銃器 

通年 町内全域 

ニホンジカ 

くくりわな 

箱わな 

囲いわな 

銃器 

通年 町内全域 

ニホンザル 

箱わな 

囲いわな 

銃器 

通年 
南条地区 

今庄地域 

中獣類 箱わな 通年 町内全域 

ツキノワグマ    

鳥類 
箱わな 

銃器 
通年 町内全域 

 

 

⑷ 許可権限の委譲事項 

有害鳥獣捕獲等の許可権限については既に委譲済み 
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４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

⑴ 侵入防止柵の整備計画 

年度 対象鳥獣 種類 延長 地域 

令和２年度 
イノシシ 

ニホンジカ 

電気柵 ２．０㎞ 

町内全域 ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝１．２ｍ） ５．０㎞ 

ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝２．０ｍ） ５．０㎞ 

令和３年度 
イノシシ 

ニホンジカ 

電気柵 ２．０㎞ 

町内全域 ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝１．２ｍ） ５．０㎞ 

ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝２．０ｍ） ５．０㎞ 

令和４年度 
イノシシ 

ニホンジカ 

電気柵 ２．０㎞ 

町内全域 ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝１．２ｍ） ５．０㎞ 

ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝２．０ｍ） ５．０㎞ 

 ※ 延長は、新規の設置および既存柵の更新の合計となっている。 

 ※ ワイヤーメッシュ柵（Ｈ＝２．０ｍ）の整備は、国および県の事業を活用する。 

 

 

⑵ その他被害防止に関する取組み 

年度 対象鳥獣 取組内容（計画） 

令和２年度 

～ 

令和４年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

中獣類 

ツキノワグマ 

鳥類 

・狩猟免許の取得や更新に対する費用への助成 

・捕獲機材の整備および更新（箱わな・くくりわな） 

・侵入防止柵の設置資材への補助 

・追い払いのためのロケット花火や爆竹の支給 

・捕獲に効率的な機器の導入（センサーカメラ等） 

・ニホンザルの群れの捕獲に関する業務委託 

・集落、地元猟友会を対象とした研修会の開催 

 

  



- 10 - 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場

合の対処に関する事項 

⑴ 関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

南越前町鳥獣害対策協議会 

・狩猟免許の新規取得や更新に対する補助 

・捕獲機材の整備および更新（箱わな・くくりわな） 

・侵入防止柵の設置資材への補助 

南越前町 

・情報収集 

・関係機関との連絡調整 

・捕獲、止めさし、死骸処理の委託や費用負担 

・地域住民、学校、保育施設等への周知 

南越前町鳥獣被害対策実施隊 
・捕獲、止めさし、死骸処理の実施 

・集落に対する侵入防止対策の指導や助言 

南越前町有害鳥獣捕獲隊 ・捕獲・止めさし・死骸処理の実施 

福井県猟友会南越前支部 
・実施隊員および捕獲隊員の人選 

・実施隊員および捕獲隊員への指導や助言 

福井県越前警察署 
・パトロールの実施 

・人的被害防止に関する活動や啓発 

 

 

⑵ 緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

  

南越前町 

 関係集落の区長および住民 

 学校・保育施設関係 

 実施隊・捕獲隊・地元猟友会 

 警察関係 

目撃者 

遭遇者 
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６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲後は、現場での埋設、持ち帰り後の埋設を基本としている。ニホンザルのみ、委

託事業者による焼却処分としている。 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

 埋設場所が不足していることから有効な活用方法について検討を進める必要がある。 

 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

⑴ 協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 南越前町鳥獣害対策協議会 

構成機関の名称 役     割 

南越前町（農林水産課） 

・協議会の事務運営 

・有害鳥獣捕獲の許可等に関する事務 

・関係機関との連絡調整や各種情報の集約と発信 

・被害防除に関する活動や啓発 

・集落における有害鳥獣対策に関する指導者の育成 

福井県丹南農林総合事務所 
・鳥獣被害防止対策に関する助言や指導 

・集落における有害鳥獣対策に関する指導者の育成 

越前たけふ農業協同組合 
・農作物等における被害把握と情報提供 

・被害防除に関する活動や啓発 

南条郡森林組合 
・山林に関する被害把握と情報提供 

・被害防除に関する活動や啓発 

南越前町農家組合長 
・集落における被害把握と情報提供 

・隣接集落との情報共有や連携 

福井県猟友会南越支部 
・南越支部管内の有害鳥獣に関する情報提供 

・広域的な有害鳥獣の捕獲活動への連携協力 

福井県猟友会南越前支部 

・実施隊員および捕獲隊員の人選 

・実施隊員および捕獲隊員への指導や助言 

・有害鳥獣の捕獲、止めさし、死骸処理 

・捕獲檻の設置、点検 

・有害鳥獣の生息状況の把握 

福井県農業共済組合 ・農作物等における被害把握と情報提供 

福井県越前警察署 ・有害鳥獣による人的被害防止に関する活動や啓発 

福井森林管理署 
・山林に関する被害把握と情報提供 

・被害防除に関する技術等の提供 
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⑵ 関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役     割 

丹南地域鳥獣害対策連絡会 

(事務局：丹南農林総合事務所内) 

丹南地区管内の関係部局の連携強化と、有害鳥獣によ

る農林被害に関する研修会の開催および対策検討等 

丹南地域鳥獣害対策協議会 

(事務局：構成市町) 

丹南地区管内の市町の連携強化と、有害鳥獣の生息状

況等の情報共有、有害鳥獣の捕獲に関する研修会の開

催および対策検討、捕獲事業の実施等 

 

 

⑶ 鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 町職員および地元猟友会の会員により構成し、有害鳥獣の捕獲活動および集落に対す

る侵入防止対策の指導や助言を行う。 

 

 

⑷ その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 各集落に有害鳥獣対策に関する指導者を育成し、合わせて地元の認定農業者等の狩猟

免許取得を推進することで、集落における有害鳥獣からの自己防衛力を高め、住民主体

による効果的な防除、追い払い、捕獲が実施できる体制を整備する。また、有害鳥獣の

急激な個体数の増加や重大な被害が発生した場合に早急に対処ができるよう、県や関係

機関との連携の強化を図る。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 各集落における人材の不足に対応するため、南越前町鳥獣対策協議会において効率的

且つ負担の少ない捕獲機材の導入を進める。 

 


